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議案第１３号資料 

 
◆平成２６年度 上尾市教育行政重点施策 ２月協議時点との比較表 

平成２６年度 上尾市教育行政重点施策（案） ２月協議時点 

≪基本目標Ⅰ 確かな学力と自立する力の育成≫ 

児童生徒の生きる力を育むため、アッピースマイルサポーター

や中学１年生におけるアッピースマイル教員の配置を行い、個々

の児童生徒へのきめ細かな支援を推進し、充実した教育活動を行

い、「確かな学力」を育成します。 

また、今後さらに進展する国際化・情報化、科学技術の高度化

などの社会の変化に対応するため、外国語指導助手（ＡＬＴ）の

配置による外国語活動・英語学習のより一層の質の向上を図り、

学校ＩＣＴ化の推進に取り組むとともに、児童生徒一人一人の社

会的・職業的自立に向けて必要な能力や態度を育てます。 

特別支援教育については、すべての幼児児童生徒が、障害の有

無にかかわらず、ともに学ぶ機会を保障し、ノーマライゼーショ

ンの理念に基づく教育を推進するとともに、インクルーシブ教育

システム構築に向け、連続性のある「多様な学びの場」として、

通常の学級、通級指導教室及び特別支援学級における学習環境を

整備し、指導・支援の充実を図ります。 

幼児期の教育については、生涯にわたる人格形成の基礎を培う

重要なものであり、幼保小の連携を図りつつ、幼児教育の質の向

上に取り組みます。 

≪基本目標Ⅰ 確かな学力と自立する力の育成≫ 

児童生徒の生きる力をはぐくむため、アッピースマイルサポー

ターや中学１年生におけるアッピースマイル教員の配置を行い、

個々の児童生徒へのきめ細かな支援を推進し、充実した教育活動

を行い、「確かな学力」を育成します。 

また、今後さらに進展する国際化・情報化、科学技術の高度化

などの社会の変化に対応するため、外国語指導助手（ＡＬＴ）の

配置による外国語活動・英語学習のより一層の質の向上を図り、

学校ＩＣＴ化の推進に取り組むとともに、児童生徒一人一人の社

会的・職業的自立に向けて必要な能力や態度を育てます。 

特別支援教育については、すべての児童生徒が、障害の有無に

かかわらず、ともに学ぶ機会を保障し、ノーマライゼーションの

理念に基づく教育を推進し、「多様な学びの場」として、通常学

級、通級指導教室及び特別支援学級における教育の充実を図りま

す。 

幼児期の教育については、生涯にわたる人格形成の基礎を培う

重要なものであり、幼保小の連携を図りつつ、幼児教育の質の向

上に取り組みます。 
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平成２６年度 上尾市教育行政重点施策（案） ２月協議時点 

≪基本目標Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成≫ 

豊かな心を育むため、道徳教育、人権教育、読書環境、体験活

動を充実するとともに、アッピースマイル学校図書館支援員を配

置し、読書活動の一層の推進を図ります。 

また、いじめや不登校など今日的な教育課題に対応するため、

幼稚園・保育所・小学校・中学校の連携を一層強化し、家庭・地

域と一体となった生徒指導を推進するとともに、支援員や相談員

を配置し、教職員と児童生徒の信頼関係を深め、児童生徒の心を

支える教育相談を充実するなど積極的に学校をサポートします。 

平成２５年度に策定した上尾市いじめの防止等のための基本

的な方針に基づき、各学校において、学校いじめ防止基本方針を

策定するとともに、学校生活に関する児童生徒向けアンケート調

査を行い、児童生徒個々の状況を的確に把握し、いじめの根絶を

図ります。 

さらに、いじめホットラインやホットメールにより、児童生

徒・保護者等の緊急相談等に対応し、いじめの早期解消を図りま

す。 

学校保健活動や食育の充実、安心・安全な給食の提供に努める

とともに、児童生徒の体力向上に向けた取組を積極的に推進し、

健やかな体を育成します。 

≪基本目標Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成≫ 

豊かな心をはぐくむため、道徳教育、人権教育、読書環境、体

験活動を充実するとともに、アッピースマイル学校図書館支援員

を配置し、読書活動の一層の推進を図ります。 

また、いじめや不登校など今日的な教育課題に対応するため、

幼稚園・保育所・小学校・中学校の連携を一層強化し、家庭・地

域と一体となった生徒指導を推進するとともに、支援員や相談員

を配置し、教職員と児童生徒の信頼関係を深め、児童生徒の心を

支える教育相談を充実するなど積極的に学校をサポートします。 

さらに、いじめ相談専用ダイヤルにより、児童生徒・保護者等

の緊急相談等に対応し、いじめの早期解消を図ります。また、学

校生活に関する児童生徒向けアンケート調査を行い、児童生徒

個々の状況を的確に把握するとともに、各学校において、学校い

じめ防止基本方針を策定し、いじめの根絶を図ります。 

学校保健活動や食育の充実、安心・安全な給食の提供に努める

とともに、児童生徒の体力向上に向けた取組を積極的に推進し、

健やかな体を育成します。 

 

 

 



 

 

 

平成２６年度 上尾市教育行政重点施策（案） ２月協議時点 

≪基本目標Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成≫ 

 

施策２  生徒指導の充実 
① 生徒指導体制の充実 ③ いじめ根絶対策の推進 

② 総合的な不登校対策の推進 ④ 非行・問題行動防止対策の推進 

  

■主要事業 
○生徒指導推進事業 ○いじめ根絶対策事業（防止事業） 

○さわやか相談室運営事業 ○いじめ根絶対策事業（相談事業） 
 

≪基本目標Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成≫ 

 

施策２  生徒指導の充実 
① 生徒指導体制の充実 ③ いじめ・暴力行為防止対策の推進 

② 総合的な不登校対策の推進 ④ 非行・問題行動防止対策の推進 

  

■主要事業 
○生徒指導推進事業 ○いじめ根絶対策事業（防止事業） 

○さわやか相談室運営事業 ○いじめ根絶対策事業（相談事業） 
 

≪基本目標Ⅲ 安心・安全で質の高い学校教育の推進≫ 

 

施策４  学校のＩＣＴ化の推進 
① ＩＣＴ環境の拡充 ② 教職員のＩＣＴ研修の充実 

  

■主要事業 
○（再掲）指導方法改善事業 ○中学校コンピュータ整備事業 

○小学校コンピュータ整備事業 ○中学校電子黒板整備事業 
○小学校電子黒板整備事業 

 

≪基本目標Ⅲ 安心・安全で質の高い学校教育の推進≫ 

 

施策４  学校のＩＣＴ化の推進 
① ＩＣＴ環境の整備 ② 教職員のＩＣＴ研修の充実 

  

■主要事業 
○（再掲）指導方法改善事業 ○中学校コンピュータ整備事業 

○小学校コンピュータ整備事業 ○中学校電子黒板整備事業 
○小学校電子黒板整備事業 
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議案第１４号資料 
◇上尾市教育委員会事務局組織規則（平成５年上尾市教育委員会規則第３号）  新旧対照表 

改正前  （   改正部分） 改正後  （ 太字 改正部分） 

（内部組織及びその分掌事務） （内部組織及びその分掌事務） 

第２条 事務局に、次の表の左欄に掲げる部を置き、これらの部に、それぞ

れ同表の右欄に掲げる課を置く。 

第２条 事務局に、次の表の左欄に掲げる部を置き、これらの部に、それぞ

れ同表の右欄に掲げる課を置く。 

部の名称 課の名称 

教育総務部 総務課、生涯学習課、スポーツ振興課 

学校教育部 学務課、指導課、学校保健課 
 

部の名称 課の名称 

教育総務部 教育総務課、生涯学習課、スポーツ振興課 

学校教育部 学務課、指導課、学校保健課 
 

２ 前項の表の左欄に掲げる部及び当該部にそれぞれ置かれる課の分掌事務

は、次のとおりとする。 

２ 前項の表の左欄に掲げる部及び当該部にそれぞれ置かれる課の分掌事

務は、次のとおりとする。 

教育総務部 教育総務部 

総務課 教育総務課 

（１） 教育委員会の会議に関すること。 （１） 教育委員会の会議に関すること。 

（２） 教育長の秘書に関すること。 （２） 教育長の秘書に関すること。 

（３） 教育行政の企画調整、広聴及び広報に関すること。 （３） 教育行政の企画調整、広聴及び広報に関すること。 

（４） 教育行政に関する相談に関すること。 （４） 教育行政に関する相談に関すること。 

（５） 文書事務に関すること。 （５） 文書事務に関すること。 

（６） 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。 （６） 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。 

（７） 入学準備金及び奨学金の貸付けに関すること。 （７） 入学準備金及び奨学金の貸付けに関すること。 

（８） 事務局及び教育機関の職員（県費負担教職員を除く。）の人事、給

与、研修、服務及び福利厚生に関すること。 

（８） 事務局及び教育機関の職員（県費負担教職員を除く。）の人事、給

与、研修、服務及び福利厚生に関すること。 

（９） 学校の用に供する財産の管理に関すること。 （９） 学校の用に供する財産の管理に関すること。 

（１０） 学校の施設の整備に関すること。 （１０） 学校の施設の整備に関すること。 

４
 



 

 

（１１） 学校及び幼稚園の予算に関すること。 （１１） 学校の予算に関すること。 

（１２） 学校の教具及び教材に関すること。 （１２） 学校の教具及び教材に関すること。 

（１３） 部内の連絡調整に関すること。 （１３） 市立幼稚園に関すること。 

（１４） 他の部及び部内の他の課の主管に属しないこと。 （１４） 部内の連絡調整に関すること。 

 （１５） 他の部及び部内の他の課の主管に属しない事項に関すること。 

生涯学習課 生涯学習課 

（１） 生涯学習に関すること。 （１） 生涯学習に関すること。 

（２） 文化芸術に関すること。 （２） 文化芸術に関すること。 

（３） 社会教育における人権教育に関すること。 （３） 社会教育における人権教育に関すること。 

（４） 文化財保護に関すること。 （４） 文化財保護に関すること。 

（５） 市史編さん事業に関すること。 （５） 市史編さん事業に関すること。 

（６） 市民ギャラリーに関すること。 （６） 市民ギャラリーに関すること。 

（７） 公民館事業の調整に関すること。 （７） 市役所ギャラリーの運営に関すること。 

 （８） 公民館事業の調整に関すること。 

学校教育部 学校教育部 

学務課 学務課 

（１） 通学区に関すること。 （１） 通学区に関すること。 

（２） 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転

学及び退学に関すること。 

（２） 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒及び児童の入学、転学及び

退学に関すること。 

（３） 学校施設及び教職員の事故報告に関すること。 （３） 児童・生徒就学援助費及び特別支援教育就学奨励費の支給に関する

こと。 

（４） 教職員の人事、給与、服務及び福利厚生その他教職員に関すること。 （４） 特別支援学級の設置に関すること。 

（５） 部内の連絡調整に関すること。 （５） 学校施設及び教職員の事故報告に関すること。 

（６） 部内の他の課の主管に属しないこと。 （６） 教職員の人事、給与、服務及び福利厚生その他教職員に関すること。 

 （７） 部内の連絡調整に関すること。 

 （８） 部内の他の課の主管に属しない事項に関すること。 

５
 



 

 

◇上尾市教育委員会公印規則（昭和６２年上尾市教育委員会規則第６号）  新旧対照表  

改正前  （   改正部分） 改正後  （ 太字 改正部分） 

（公印の管理についての事務の統括） （公印の管理についての事務の統括） 

第４条 公印の管理については、教育総務部総務課長（以下「総務課長」と

いう。）が、その事務を統括する。 

第４条 公印の管理については、教育総務部教育総務課長（以下「教育総務

課長」という。）が、その事務を統括する。 

２ 総務課長は、公印台帳（第１号様式）を備え、すべての公印について、

その新調、改刻又は廃止の都度、必要な事項を登載しておかなければなら

ない。 

２ 教育総務課長は、公印台帳（第１号様式）を備え、すべての公印につい

て、その新調、改刻又は廃止の都度、必要な事項を登載しておかなければ

ならない。 

３ 総務課長は、公印の管理の状況その他公印の管理に関し必要な事項につ

いて調査し、又は報告を求めることができる。 

３ 教育総務課長は、公印の管理の状況その他公印の管理に関し必要な事項

について調査し、又は報告を求めることができる。 

（新調、改刻及び廃止） （新調、改刻及び廃止） 

第５条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、

公印新調（改刻・廃止）申請書（第２号様式）を総務課長を経て教育長に

提出しなければならない。 

第５条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、

公印新調（改刻・廃止）申請書（第２号様式）を教育総務課長を経て教育

長に提出しなければならない。 

（廃棄） （廃棄） 

第６条 管理者は、改刻その他の理由により使用しなくなった公印を総務課

長に引き継がなければならない。 

第６条 管理者は、改刻その他の理由により使用しなくなった公印を教育総

務課長に引き継がなければならない。 

２ 総務課長は、引継ぎを受けた公印を、使用廃止の日から１０年間保存し

なければならない。 

２ 教育総務課長は、引継ぎを受けた公印を、使用廃止の日から１０年間保

存しなければならない。 

（電子印影の使用） （電子印影の使用） 

第８条 事務処理上必要があるときは、電子計算組織に記録した公印の印影

（縮小したものを含む。以下「電子印影」という。）を使用することによ

って、公印の押印に代えることができる。 

第８条 事務処理上必要があるときは、電子計算組織に記録した公印の印影

（縮小したものを含む。以下「電子印影」という。）を使用することによ

って、公印の押印に代えることができる。 

２ 当該事務の主管課長は、電子印影を使用しようとするときは、電子印影

使用申請書（第３号様式）を総務課長に提出し、その承認を受けなければ

ならない。 

２ 当該事務の主管課長は、電子印影を使用しようとするときは、電子印影

使用申請書（第３号様式）を教育総務課長に提出し、その承認を受けなけ

ればならない。 

 



 

 

（公印の事故届） （公印の事故届） 

第９条 管理者は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、公印事故

報告書（第４号様式）を速やかに総務課長を経て教育長に提出しなければ

ならない。 

第９条 管理者は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、公印事故

報告書（第４号様式）を速やかに教育総務課長を経て教育長に提出しなけ

ればならない。 

（総務課長保管公印の使用） （教育総務課長保管公印の使用） 

第１１条 総務課長が保管する公印（以下「総務課長保管公印」という。）

を使用しようとするときは、押印すべき文書に起案用紙（起案用紙を用い

ていない場合にあっては、公印使用申請書（第５号様式））を添えて、総

務課長又は総務課長が指定する公印取扱者に提示し、その承認を受けなけ

ればならない。 

第１１条 教育総務課長が保管する公印（以下「教育総務課長保管公印」と

いう。）を使用しようとするときは、押印すべき文書に起案用紙（起案用

紙を用いていない場合にあっては、公印使用申請書（第５号様式））を添

えて、教育総務課長又は教育総務課長が指定する公印取扱者に提示し、そ

の承認を受けなければならない。 

２ 総務課長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、他の

適当と認める方法をもって、総務課長保管公印を使用させることができる。 

２ 教育総務課長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、

他の適当と認める方法をもって、教育総務課長保管公印を使用させること

ができる。 

３総務課長保管公印を使用したときは、公印使用簿（第６号様式）に必要事

項を記入しなければならない。 

３ 教育総務課長保管公印を使用したときは、公印使用簿（第６号様式）に

必要事項を記入しなければならない。 

４ 総務課長保管公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。た

だし、やむを得ない理由により、事前に総務課長の承認を受けた場合は、

この限りでない。 

４ 教育総務課長保管公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならな

い。ただし、やむを得ない理由により、事前に教育総務課長の承認を受け

た場合は、この限りでない。 

５ 総務課長保管公印の使用は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない

理由により、事前に総務課長の承認を受けた場合は、この限りでない。 

５ 教育総務課長保管公印の使用は、執務時間中とする。ただし、やむを得

ない理由により、事前に教育総務課長の承認を受けた場合は、この限りで

ない。 
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公印の名称 ひな形 寸法 

（ミリメートル） 

個数 使用区分 管理者 

埼玉県上尾市教育

委員会印 
 

方 ３０ １ 表彰状用 総務課長 

埼玉県上尾市教育

委員会印 
 

方 ２１ １ 教育委員会名をもって発

する文書 

総務課長 

埼玉県上尾市立○

○○○学校印 
 

方 ６０ 学校の数 卒業証書用 校長 

埼玉県上尾市立○

○○○学校印 
 

方 ２４ 学校の数 学校名をもって発する文

書 

校長 

埼玉県上尾市立○

○○○学校印 

 

１５×３６ 学校の数 割印用 校長 

  

公印の名称 ひな形 寸法 

（ミリメートル） 

個数 使用区分 管理者 

埼玉県上尾市教育

委員会印 
 

方 ３０ １ 表彰状用 教育総務課長 

埼玉県上尾市教育

委員会印 
 

方 ２１ １ 教育委員会名をもって発

する文書 

教育総務課長 

埼玉県上尾市立○

○○○学校印 
 

方 ６０ 学校の数 卒業証書用 校長 

埼玉県上尾市立○

○○○学校印 
 

方 ２４ 学校の数 学校名をもって発する文

書 

校長 

埼玉県上尾市立○

○○○学校印 

 

１５×３６ 学校の数 割印用 校長 

  

公印の名称 ひな形 寸法 

（ミリメートル） 

個数 使用区分 管理者 

埼玉県上尾市教育

委員会委員長印 
 

方 ２１ １ 委員長名をもって発する

文書 

総務課長 

埼玉県上尾市教育

委員会委員長職務

代理者印 

 

方 ２１ １ 委員長職務代理者名をも

って発する文書 

総務課長 

埼玉県上尾市教育

委員会教育長印 
 

方 ３０ １ 表彰状用 総務課長 

埼玉県上尾市教育

委員会教育長印 
 

方 ２１ １ 教育長名をもって発する

文書 

総務課長 

埼玉県上尾市教育

委員会教育長職務

代理者印 

 

方 ２１ １ 教育長職務代理者名をも

って発する文書 

総務課長 

  

公印の名称 ひな形 寸法 

（ミリメートル） 

個数 使用区分 管理者 

埼玉県上尾市教育

委員会委員長印 
 

方 ２１ １ 委員長名をもって発する

文書 

教育総務課長 

埼玉県上尾市教育

委員会委員長職務

代理者印 

 

方 ２１ １ 委員長職務代理者名をも

って発する文書 

教育総務課長 

埼玉県上尾市教育

委員会教育長印 
 

方 ３０ １ 表彰状用 教育総務課長 

埼玉県上尾市教育

委員会教育長印 
 

方 ２１ １ 教育長名をもって発する

文書 

教育総務課長 

埼玉県上尾市教育

委員会教育長職務

代理者印 

 

方 ２１ １ 教育長職務代理者名をも

って発する文書 

教育総務課長 
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◇上尾市図書館規則（平成１８年上尾市教育委員会規則第８号）  新旧対照表   

改正前  （   改正部分） 改正後  （ 太字 改正部分） 

（所掌事務） （所掌事務） 

第２条 図書館は、次に掲げる業務を行う。 第２条 図書館は、次に掲げる業務を行う。 

（１） 図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第３条各号に掲げ

る事項の実施に関すること。 

（１） 図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第３条各号に掲げ

る事項の実施に関すること。 

（２） 図書館協議会に関すること。 （２） 図書館協議会に関すること。 

（３） 図書館の業務に関する諸団体に関すること。 （３） 図書館の業務に関する諸団体に関すること。 

（４） 分館集会室に関すること。 （４） 子どもの読書活動の推進に関すること。 

（５） 視聴覚教育の振興に関すること。 （５） 分館集会室に関すること。 

  

 



 

 

議案第１５号資料 

◇上尾市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則（平成２２年上尾市教育委員会規則第４号） 新旧対照表 

改正前  （   改正部分） 改正後  （ 太字 改正部分） 

（委任事務） （委任事務） 

第２条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる

ものを教育長に委任する。 

第２条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる

ものを教育長に委任する。 

（４） 上尾市民ギャラリーに関する事務のうち、次に掲げるもの （４） 上尾市ギャラリーに関する事務のうち、次に掲げるもの 

ア 管理上必要があるときにおいて、休館日を変更し、又は臨時に

休館日を定めること。 

ア 特別の事情があるときにおいて、休業日を変更し、又は臨時に

休業日を定めること。 

イ 管理上必要があると認めるときにおいて、利用時間を臨時に変

更すること。 

イ 特別の事情があるときにおいて、利用時間を臨時に変更するこ

と。 

 附 則 

 この規則は、上尾市民ギャラリー条例の一部を改正する条例（平

成２５年上尾市条例第３７号）の施行の日（平成２６年４月１

日）から施行する。 

 

 

 

 

１
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議案第１６号資料 
 
◆上尾市文化財調査専門員について 

 

設置理由 
文化財保護事業の埋蔵文化財の発掘や整理、歴史資料の整理などの調査事業は、専門

的知識を必要とするため、豊富な実務経験が必要となる。このため、職員の指示を受けて

実際に調査を行う者については、継続的にその調査に従事する必要がある。この継続的な

調査従事を可能にするため、非常勤特別職として文化財調査専門員を設置するものである。 

 
１ 職務及び定数 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
２ 任期  

 
 
 
 
 
 
 
３ 勤務 
 勤務日数  週４日以内 
 勤務時間  １日あたり５．５時間 

   
 

 

第２条 調査専門員は、次に掲げる職務を行う。 

(1) 文化財の調査に関すること。 

(2) 文化財の保存、保護及び活用に関すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。 

 
第３条 調査専門員の定数は、６人以内とする 

第６条 調査専門員の任期は、１年とする。ただし、調査専門員が欠けた場合の補欠の調査

専門員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 調査専門員は、再任されることができる。 

１１ 



 

 

議案第１７号資料 
◇上尾市立小・中学校職員服務規程（昭和３２年上尾市教育委員会規則第４号）  新旧対照表 

改正前  （   改正部分） 改正後  （ 太字 改正部分） 

（定義） 

第２条 この規程において「職員」とは、上尾市立小・中学校の校長、教頭、

主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師（非常勤

の者を含む。）、栄養主査、栄養主任、栄養技師、事務主幹、事務主査、事務

主任及び事務主事をいう。 

（定義） 

２条 この規程において「職員」とは、上尾市立小・中学校の校長、
教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教
諭、講師（非常勤の者を含む。）、栄養主査、栄養主任、栄養技
師、事務主幹、事務主査、事務主任、事務主事、主任専門員及び
専門員をいう。 

 

 

 

 

１
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議案第１８号資料 
 

 改正理由 
 

平成２５年１２月１８日付け教県第８９４号にて、埼玉県教育局から各市町村教育委員会

教育長宛に学校教育法施行規則の一部改正について通知があり、土曜日等に授業を実施する

ことが可能であることを明確にするため、上尾市学校管理規則を整備するために、管理規則

を改正する。 

 

 

〈資料〉 

公立小中学校管理規則（参考例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現行】 
（休業日等） 

第３条 （略） 
２ 校長は、教育上必要があり、かつ、やむをえない事由があるときは、教育委員会の承認をえて休業

日に授業を行うことができる。ただし、運動会、学芸会等恒例の学校行事に伴う授業については、あ

らかじめ教育委員会に届け出るをもってたる。 
３ （略） 
 
【改正案】 
（休業日等） 

第３条 （略） 
２ 校長は、教育上必要があるときは、教育委員会の承認を得て休業日に授業を行うことができる。た

だし、運動会、学芸会等恒例の学校行事に伴う授業については、教育委員会の承認を得ることに代え

て、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。 
３ （略） 

１３ 



 

 

〈資料〉 

埼玉県立高等学校通則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現行】 
（休業日） 

第７条 （略） 
２ （略） 
３ （略） 
４ 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、委員会の承認を得て休業日を

授業日とし、又は授業日を休業日とすることができる。ただし、運動会、学芸会等恒例の学校行事の

実施のため、休業日を授業日とし、又は授業日を休業日とする場合については、あらかじめ委員会に

届け出るをもってたる。 
５ （略） 
 
【改正案】 
（休業日） 

第７条 （略） 
２ （略） 
３ （略） 
４ 校長は、教育上必要があるときは、委員会の承認を得て休業日を授業日とし、又は授業日を休業日

とすることができる。ただし、運動会、学芸会等恒例の学校行事の実施のため、休業日を授業日とし、

又は授業日を休業日とする場合については、委員会の承認を得ることに代えて、あらかじめ委員会に

届け出るものとする。 
５ （略） 
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◇上尾市立小・中学校管理規則（昭和３２年上尾市教育委員会規則第５号）  新旧対照表 

改正前  （   改正部分） 改正後  （ 太字 改正部分） 

（休業日等） 

第３条 学校における休業日は、次のとおりとする。 

≪省略≫ 

 (9) 前各号に定めるもののほか、校長が教育上特に必要と認め、上尾市教

育委員会（以下「教育委員会」という。）の承認を受けた日 

２ 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、教育

委員会の承認を得て休業日に授業を行うことができる。ただし、運動会、学

芸会等恒例の学校行事に伴う授業については、あらかじめ教育委員会に届け

出ることをもって足る。 

休業日等） 

第３条 学校における休業日は、次のとおりとする。 

≪省略≫ 

 (9) 前各号に定めるもののほか、校長が教育上特に必要と認め、上尾市教

育委員会（以下「教育委員会」という。）の承認を受けた日 

２ 校長は、教育上必要があるときは、教育委員会の承認を得て休業日に授業

を行うことができる。ただし、運動会、学芸会等恒例の学校行事に伴う授業

については、教育委員会の承認を得ることに代えて、あらかじめ教育委員会

に届け出るものとする。 

１
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議案第１９号資料 
 
◆上尾市立小・中学校使用教科用図書の採択計画案 

 
 採択の方針 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 教科用図書採択スケジュール

教育委員会 内容 

４月２４日（木） 
定例教育委員会 教科用図書採択に係る概要報告 

６月１３日～２９日までの１４日間 
教科書展示会 

上尾市文化センターにて開催さ

れる展示会の視察 

7 月１７日（木） 
臨時教育委員会 

資料作成委員による教科用図書

の報告 

8 月４日（月） 
臨時教育委員会 教科用図書採択 

8 月 6 日（水） 
臨時教育委員会 予備日 

８月中旬までに    採択教科書を埼玉県へ報告 

１ 教育委員会は、小・中学校において使用する教科用図書を種目（教科書の教科ご

とに分類された単位をいう。）ごとに１種採択する。 

  

２  教育委員会は、採択に必要な資料を得るため、教科用図書選定資料作成委員会を

設置する。 

  

３ 教育委員会は、教科用図書について専門的な調査研究を行うため、教科ごとに教

科用図書調査研究専門部会を設置する。 



 

 

 
議案第２０号資料 
 
◆上尾市スクールソーシャルワーカーについて 

 

設置理由 
スクールソーシャルワーカーの職務は不登校や引きこもりをはじめとする家庭の問

題に対し、家庭訪問等をとおして改善を図ることを目的としている。そのため、専門的

な知識や豊富な経験、保護者との信頼関係を構築することが必要となる。そこで、スク

ールソーシャルワーカーの雇用を複数年継続することで、信頼関係のさらなる構築を図

り、継続した支援を行うことで不登校等の改善を図るため。 
   

１ 職務及び定数 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
２ 任期  

 
 
 
 
 
 
 
３ 勤務 
 勤務日数  年間 ３７日  
 勤務時間  １日あたり６時間 

 

第２条 スクールソーシャルワーカーは、前条に規定するスクールソーシャルワーカーの設

置の目的を達成するために必要な次に掲げる職務を行う。 
(1) 問題を抱える児童及び生徒が置かれた環境への働きかけに関すること。 
(2) 関係機関とのネットワークの構築、連携及び調整に関すること。 
(3) 学校内におけるチーム体制の構築及び支援に関すること。 
(4) 保護者に対する支援、相談及び情報提供に関すること。 
(5) 児童及び生徒へのカウンセリングに関すること。 
(6) 教職員等に対する研修活動に関すること 
 
第３条 スクールソーシャルワーカーの定数は、２人以内とする。 
 

第６条 スクールソーシャルワーカーの任期は、１年とする。ただし、スクールソーシャル

ワーカーが欠けた場合の補欠のスクールソーシャルワーカーの任期は、前任者の残任期間とす

る。 
２ スクールソーシャルワーカーは、再任されることができる。 

１７ 



 

 

議案第２１号資料 

◇上尾市教育相談員、学校適応指導教室指導員等設置規則（平成１３年上尾市教育委員会規則第４号）  新旧対照表 

改正前  （   改正部分） 改正後  （ 太字 改正部分） 

（定数） （定数） 

第３条 教育相談員の定数は、４人以内とする。 第３条 教育相談員の定数は、４人以内とする。 

２ 学校適応指導教室指導員の定数は、３人以内とする。 ２ 学校適応指導教室指導員の定数は、３人以内とする。 

３ 教育心理専門員の定数は、２人以内とする。 ３ 教育心理専門員の定数は、３人以内とする。 

 附 則 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 
 

 

   

１
８

 



 

 

議案第２２号資料 

◇上尾市教育委員会の権限に属する事務の決裁に関する規程（平成２２年上尾市教育委員会訓令第１号）  新旧対照表 

改正前  （   改正部分） 改正後  （ 太字 改正部分） 

別表第２（第１０条―第１２条関係） 別表第２（第１０条―第１２条関係） 

個別決裁事項・専決事項 個別決裁事項・専決事項 

教育総務部総務課 教育総務部教育総務課 

事項 事務 教育委員

会決裁 

教育長専

決 

部長専

決 

課長専決 

３ 
教育委員会

及び学校その

他の教育機関

の職員の任免

その他の人事

に関する事項 

（９）職員の病気休

暇を承認するこ

と。 

        

ア 教育長 ○       

イ 教育総務部長   ○     

ウ 学校教育部長   ５日を超

えるも

の 

５ 日 以

内 

  

エ 総務課長   ３０日を

超える

もの 

３ ０ 日

以内 

  

 

事項 事務 教育委員

会決裁 

教育長専

決 

部長専

決 

課長専

決 

３ 
教育委員会

及び学校その

他の教育機関

の職員の任免

その他の人事

に関する事項 

（９）職員の病気休

暇を承認するこ

と。 

        

ア 教育長 ○       

イ 教育総務部長   ○     

ウ 学校教育部長   ５日を超

えるも

の 

５ 日 以

内 

  

エ 教育総務課長   ３０日を

超える

もの 

３ ０ 日

以内 

  

 

１
９
 



 

 

教育総務部生涯学習課 

事項 事務 教育委員

会決裁 

教育長専

決 

部長専

決 

課長専

決 

１ 市長の権限

に属する事務

のうち教育委

員会が委任を

受けた事務に

関する事項 

 

 

上尾市民ギャラリーの

使用料を徴収し、減

免し、又は還付する

こと。 

      ○ 

２ 教育財産の

管理に関する

事項 

（１）上尾市民ギャラ

リーの利用を許可

し、又は当該許可に

係る利用の条件を変

更し、若しくは利用

を停止し、若しくは

当該許可を取り消す

こと。 

      ○ 

（２）上尾市民ギャラ

リーの用に供する教

育財産の目的外使用

を許可し、又は当該

許可を取り消すこ

と。 

    重 要 な

もの 

軽 易 な

もの 

 

教育総務部生涯学習課 

事項 事務 教育委員

会決裁 

教育長専

決 

部長専

決 

課長専

決 

１ 市長の権限

に属する事務

のうち教育委

員会が委任を

受けた事務に

関する事項 

上尾市ギャラリーの使

用料を徴収し、減免

し、又は還付するこ

と。 

 

 

 

 

      ○ 

２ 教育財産の

管理に関する

事項 

（１）上尾市ギャラリ

ーの利用を許可し、

又は当該許可に係る

利用の条件を変更

し、若しくは利用を

停止し、若しくは当

該許可を取り消すこ

と。 

      ○ 

（２）上尾市ギャラリ

ーの用に供する教育

財産の目的外使用を

許可し、又は当該許

可を取り消すこと。 

    重 要 な

もの 

軽 易 な

もの 

 

２
０
 



 

 

学校教育部指導課 

事項 事務 教育委員

会決裁 

教育長専

決 

部長専

決 

課長専決 

３ 学校の組織

編制、教育課

程、学習指導、

生徒指導及び

職業指導に関

する事項 

（１） 学校の組織編

制、教育課程、学習

指導、生徒指導及び

職業指導に関する一

般方針を定めるこ

と。 

○       

（２） 教育課程に係

る届出を受理するこ

と。 

      ○ 

（３） 学校長が処置

した学齢児童又は学

齢生徒の原級留意に

係る報告を受理する

こと。 

      ○ 

 

学校教育部指導課 

事項 事務 教育委員

会決裁 

教育長専

決 

部長専

決 

課長専決 

３ 学校の組織

編制、教育課

程、学習指導、

生徒指導及び

職業指導に関

する事項 

（１） 学校の組織編

制、教育課程、学習

指導、生徒指導及び

職業指導に関する一

般方針を定めるこ

と。 

○       

（２） 教育課程に係

る届出を受理するこ

と。 

      ○ 

（３） 学校長が処置

した学齢児童又は学

齢生徒の原級留置に

係る報告を受理する

こと。 

      ○ 

 

 附 則 

この訓令は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

 

２
１
 



 

 

議案第２３号資料 
 
◆上尾市文化財保護審議会委員について 

 
１ 委員の構成及び職務（上尾市文化財保護条例により規定） 
 委員の構成 

 
 
 
 
 

 職務（第２５条） 
   

 
 
 
 

 
 
２ 任期  

 
 
 
 
 
 
 
３ 昨年度の活動 
（１）会議（文化財保護審議会として２回実施） 
 平成２５年度上尾市文化財保護事業計画の報告（５月２８日） 
 平成２５年度上尾市文化財保護事業実績報告（１月２８日） 

 
 

４ 本年度の活動予定 
 会議２回 

   

 

(1) 市指定文化財の指定及びその指定の解除 

(2) 市指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除 

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、文化財の保存及び活用に関し必要と認める事項 

 

第 26 条 審議会は、10 人以内の委員で組織する。 

2 前項の規定にかかわらず、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委

員を置くことができる。 

 

第 27 条 委員及び臨時委員は、文化財に関し専門的学識を有する者のうちから、教育委員会

が委嘱する。 
2 委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。3 
委員は、再任されることができる。 
4 臨時委員の任期は、特別の事項に関する調査審議を終了したときは、退任するものとす

る。 

２２ 


